
◎全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律 
（令和三年六月一一日法律第六六号）   

一、 提案理由（令和三年四月九日・衆議院厚生労働委員会） 

○田村国務大臣 ただいま議題となりました全世代対応型の社会保障制度を構築するた

めの健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概

要を御説明いたします。 

 少子高齢化が進展し、令和四年度以降、団塊の世代が七十五歳以上の高齢者となり始

める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が安心できる社会保障制度を構

築することが重要です。このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の

見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等

を通じて、全ての世代が公平に支え合う全世代対応型の社会保障制度を構築することを

目的として、この法律案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、全ての世代が安心できる社会保障制度の構築に向けた給付と負担の見直しを

図るため、後期高齢者医療の窓口負担について、負担能力に応じて負担いただくとの考

えに基づき、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得や年収以上である方

の負担割合について、二割とすることとします。 

 また、傷病手当について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間

を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険

者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標

準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。 

 第二に、子ども・子育て支援の拡充を図るため、短期の育児休業の取得に対応して、

月内に二週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の保険料を免除することとし、

また、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、そ

の減額相当額を公費で支援する制度を設けます。 

 第三に、全ての世代の予防・健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行う

に当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業

を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とする

とともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合

へ引き継ぐこと等を可能とします。 

 第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険

の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てるこ

とを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町

村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を、記載事項に位置づけます。 

 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。 



 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としていま

す。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（令和三年五月一一日） 

○とかしきなおみ君 ただいま議題となりました全世代対応型の社会保障制度を構築す

るための健康保険法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとする

もので、その主な内容は、 

 第一に、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者で

あって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、 

 第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、 

 第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間

以上の育児休業等を取得した場合にも、その月の保険料を免除すること、 

 第四に、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、

その減額相当額を公費で負担すること 

等であります。 

 本案は、去る四月八日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託

されました。 

 本委員会におきましては、翌九日田村厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、十四日

から質疑に入り、二十日には参考人から意見を聴取したほか、二十三日には菅内閣総理

大臣に対する質疑を行い、五月七日質疑を終局いたしました。次いで、採決を行った結

果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院厚生労働委員長報告（令和三年六月四日） 

○小川克巳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病

手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業にお

ける健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の

措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、後期高齢者の窓口負担

割合の在り方、健診結果等の個人情報保護方策、医療扶助におけるオンライン資格確認

の運用の在り方、現役世代に対する更なる負担増を抑制する必要性等について、菅内閣

総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願いま



す。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して打越さく良委員

より反対、国民民主党・新緑風会を代表して田村まみ委員より賛成、日本共産党を代表

して倉林明子委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年六月三日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しについて、二割負担の対象とな

る後期高齢者において、必要な受診が抑制されることにより疾病の早期発見が妨げら

れ、重症化につながることがないよう、健康診査の強化など必要な取組を進めること。

また、窓口負担割合の見直しが後期高齢者の受診に与える影響を把握するとともに、

いわゆる長瀬式について、現代の受療行動等に対応した信頼性の高い推計が可能とな

るよう研究を進めること。 

二、二割負担の対象となる後期高齢者に対して設けられる配慮措置については、高額療

養費制度による対応となることから、申請漏れ等が生じることのないよう、後期高齢

者医療広域連合や医療機関等に対し、ポスターやパンフレットの提供など必要な支援

を行い、その周知・広報を徹底すること。また、事前に高額療養費の振込先口座の登

録を行えるようにするなど申請漏れが生じないような取組をプッシュ型で進めること

について、関係機関と協議を進めること。さらに、配慮措置の導入により、高額療養

費制度の対象となる被保険者の急増が見込まれることから、事務負担の増加が見込ま

れる後期高齢者医療広域連合等に対する支援を的確に実施すること。 

三、後期高齢者医療制度の創設以降、高齢者世代と現役世代の人口バランスが大きく変

化し、制度の支え手である現役世代に対する負担が加速度的に増していることや、現

役並み所得の後期高齢者に係る医療給付費について公費負担が行われておらず現役世

代に対する過重な負担となっていること等を踏まえ、後期高齢者医療制度における財

源の在り方について検討を行うこと。 

四、後期高齢者支援金の増大に加え、新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受けた

保険料収入の急減により、健康保険組合の財政運営が極めて困難な状況にあること等

を踏まえ、特に財政状況が厳しい健康保険組合に対する財政支援や保険者機能強化支

援事業等の推進を図ること。 

五、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化に当たっては、制度の一層の活

用が図られるよう、事業主及び労働者に対し、改正内容のほか制度自体の趣旨・申請

手続等に関して丁寧な周知を行うこと。また、事業主から申請手続に係る協力が得ら



れないなど、不適切と見受けられるケースが発生した場合には、保険者と連携しつつ、

当該事業主に対して適切に指導を行うこと。 

六、育児・介護休業法の改正により、育児休業を最大四回に分割して取得することが可

能となることを踏まえ、単に社会保険料免除だけを目的とした恣意的な育児休業の取

得が行われることのないよう、各事業主に対して制度の適切な活用を促すこと。また、

育児休業取得による社会保険料免除の適用状況を把握し、適切な運用が行われている

か不断の検証を行うこと。 

七、国民健康保険に導入される未就学児に対する均等割保険料・税の減額措置について、

市町村や都道府県等における財政状況等を勘案しながら、対象者や減額幅の更なる拡

充を引き続き検討すること。また、国民健康保険については、被用者保険と異なり、

出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による実施とされ、産前・

産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観

点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料におけ

る配慮の必要性や在り方等を検討すること。 

八、機微性が高く、第三者には知られたくない情報が含まれ得る健診情報等が、各保険

者により多く集約されるようになることを踏まえ、当該情報が適切に管理・運用され

るよう、国が責任をもって個人情報保護法等に基づく適切かつ十分な助言・指導を行

うとともに、関係法令やガイドライン等の周知・広報を徹底し、併せてガイドライン

の見直しなど適切かつ十分な個人情報保護に向けた不断の検討と対処を行うこと。 

九、医療扶助におけるオンライン資格確認の導入に当たっては、制度施行までに個人番

号カードの取得や医療機関等におけるオンライン資格確認システムの導入が進まない

場合、医療券等の発行業務が併存し、かえって福祉事務所の事務負担を増大させるこ

とにつながりかねないことから、被保護者の個人番号カード取得の支援や、医療機関

等におけるオンライン資格確認システムの導入支援を進めること。また、何らかの事

情により制度施行後においても個人番号カードを保有するに至っていない被保護者に

対しては、引き続き医療券等の発行を行うなど、必要な医療を受けられる体制を確保

すること。さらに、情報通信機器を保有していない被保護者が、マイナポータルを通

じて自身の健診情報等を閲覧できるよう、適切な支援を行うこと。 

十、近年増加の一途にある高額な医薬品・医療機器について、将来の医療保険財政に与

える影響を早期に検証し、その適切な評価の在り方に関する検討を進めるとともに、

特に各製薬企業等による医薬品等の情報開示状況の評価について、開発過程における

特許料等の取扱い等も含め、十分な検討を行うこと。また、極めて高額となり得る遺

伝子治療について、その在り方を速やかに検討し、その結果を踏まえた適切な評価の

在り方も含め、今後の方向性を示すこと。 

十一、窓口負担割合の見直しなど患者の受診行動に影響を与え得る制度変更を検討する

場合は、医療費への効果額の詳細な内訳などを関係審議会等に明示した上で議論を進



めること。 

十二、二〇二二年以降後期高齢者が急増する中、現役世代の負担上昇を抑えながら、国

民皆保険制度の維持に向けた持続可能な全世代型の医療保険制度を構築するため、保

険料賦課限度額の引上げなど能力に応じた負担の在り方、保険給付の在り方、医療費

財源における保険料、公費、自己負担の適切なバランスの在り方等について、税制も

含めた総合的な議論に着手し、必要な法整備等を講ずること。 

 右決議する。 

 


